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(原審。津家庭平成28年(ラ)第396号後見開始の審判に対する即時抗告事件

裁判所四日市支部平成28年(家)第2146号）

決 定

【 】 ・

抗 告 人侭審当事者参加人）

【－ 】

手続代理人弁護士 竹内綱 己

三重県桑名市中央町2丁目37番地桑名市役所

，原審申立人 桑名市長伊藤徳宇
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1原審判を取り消す。

2本件を津家庭裁判所（四日市支部）に差し戻すb

理 由
‐

第1事案の概要等

1本件は,桑名市長である原審申立人が，老人福祉法32条，民法7条に基づ

き，本人につき後見を開始するとの審判を申し立てたのに対し,本人⑭で

ある抗告人が，利害関係参加をして，本件申立ての適法性及び後見開始事由を

争う事案である。

原審は，本人について後見を開始し，その成年後見人として弁護士稲田光輝

を選任するとの審判をしたどころ，抗告人が即時抗告した。

なお，本人について，原審申立人は，審判前の保全処分として，財産の管理

者の選任を申し立て，津家庭裁判所四日市支部は，平成28年9月.27日，本
’
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’ 人の財産管理者として弁護士稲田光輝（以下「稲田弁護士」という。 ）を選任

した。また，本人の財産管理者稲田弁護士は，財産の管理者の権限外行為許可

． （介護保険サーどｽ利用に必要な身上監護に関する契約権限許可）を申し立て，

津家庭裁判所四日市支部は，同月28日，これを許可した。

2本件抗告の趣旨Iま,原審判を取り消し,主位的には本件申立てを却下する，

予備的に本人の成年後見人として原審判が選任した成年後見人以外の者を選

任ずるとの審判に代わる裁判を求めるというものである｡ただし,成年後見

・ 人の選任の審判について即時抗告をすることはできず（家事事件手続法12

3条1項参照） ，上記の予備的な抗告の趣旨は失当であるから， これについ

ては判断しない。

本件抗告の理由（主位的な主張に限る｡）は,本件申立ては,①原審申立人

の請求が「その福祉を図るため特に必要があると認めるとき」 （老人福祉法3

2条）にあたらないから，不適法であり，却下されるべきである(抗告理由

①)，②本人～程度は事理弁識能力を欠くとはいえないから却下され

るべきである（抗告理由②）というものである。

第2当裁判所の判断

1抗告理由①について

（1）一件記録によれば,本件申立ての経緯について，次の事実が認められる。

ア本人組 陸)は,e二人暮らしであり,その介

護を受けて生活していたところ,平岨簿月‘,桑名市の包括支援セン
ターに,本人に対する●の身体的虐待が疑われるどの情報が寄せられた。

イ原審申立人は,平咽禰月から同櫓月までの間に,本人の身体に
繰り返し痔,腫れ,傷が生じたことを確認し,本人が,上記嬬等心の

暴力によるものである旨述べていたことを砺認した｡、

ウ原審申立人は,本人に対す⑳恒常的な身体的虐待を疑い,本人の

安全確保のため,平成●葡月●日,本人に●との分離を勧めたとこ
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ろ，本人が応諾したため，老人施設への入所措置をした。

エ医師は,平成●翰月⑩,本人について,次のとおり記載した診

断書を作成した｡診断名[d __ n,所見｢蘭■咽月

があり,名古屋の医院を受診し, 診断を受ける｡H●

●浄/■鈴鹿の病院を受診し,【 遇診断される｣ ，

判断能力判定についての意見町 】

’

，●■相当) 。

【 麗 がありh【 医L判定の

根拠咽 】 状が認上し,■ 】｡ 」

オ原審申立人はj平成28年9月27日，本件申立てをした。

(2)上記(')の認定事実によれば,本人は,■歳以上の者であり，同居する

●から介護をうけて生活していたところ,⑲勘ら恒常的に虐待を受けて
いる可能性があり，分離のために老人施設に入所せざるを得なかったこと.，

本人の判断能力に問題があって， 自らで財産管理等を十分に行うこ‘とができ

ない可能性があることが認められる。このような本人の心身及び監護の状況

に照らすと,原審申立人力城年後見等の申立てを行うことについて，本人の

福祉を図るため特に必要があるものと認められる。

(3) 以上によれば，抗告理由①には理由がない。

2抗告理由②について

（1）一件記録によれば，抗告人の精神の状況について次の事実が認められる。

ア【 朧師は,平畑禰簿日,本人について,次のとおり記

載した診断書を作成した（｢本件診断書'」という｡）。診断名■

●,発症年月日平組年頃川症状としての安定性■，治療内容

として， 「平咽禰月初診改洲 D

その 砂か畑などのq Dj拙塊■

砂泌要である｡■,■；■ー？ ；づり｡【 ，
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q D｡【 逼似歴 露ある。

平畑竿●月改訂■ Dと謝上｡●■】

が必勇ロ,■高齢者のq一℃｣ , ■■
■■I■以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む)とじて,●

⑲ ｣ ，■ Dは■一二

■， 【 一Dは－， ■につ

いて， ■■l ,■あり，その他聞 Dとして

■ D山特記すべき事項として｢介護予防の重要な時期で

あり，社会との接点を途切れさせないこと力喧要である。孤立.させると，

聯発されるので,絶えず話かけが必要である。j

イ本人は；その利用する老人施設においてｳ到緬禰月までにつぎの
ような言動をした｡
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q D

ウ医師Iま,平烟や月●日,本人について,次のとおり記載した診
断書を作成した(以下｢本件診断書2」という。）。診断名一

一，所見｢－－があり,名古屋の医院を受
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診し,■の診断を受ける｡咽砲口鈴鹿の病院を受診し，

【 Dと診断される｣･§･判断能力判定についての意見■

【 D■領当)。現在j【 R
q 良■ 關、§あり， 日

【 ，｡」 ，判定の根拠【 －，■

症状が悪化し,【 ■｡」

(2)後見開始の審判をすることができるのは,精稗上の障害により事理を弁識

する能力を欠く常況にある者についてである（民法7条） 。･そして，後見開

始の審判をするには，手続上,､明らかにその必要がないと認めるとき以外

は，成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければならな

い（家事事件手続法1．19条1項）ところ,原審は,本人の精神状況につき

鑑定を経ずして後見開始の審判をした。そこで,本件において，本人が精神

上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあることについて，明らか

に鑑定をする必要がないと認められるかどうかを検討する。

(3)上記(1)の認定事実によれば，本人の精神状況について，本件診断書1で

は,平畑渇月時点で,【 ■であり,旬 欧こ問題があり,●

【 齢【 D」との医師の診断がさ

れていること，本人が，老人施穀において，そ歴

【 】本件診附藩2では,平岨辱●

鋤日,0 __ Dであり,q■■■際があり,,【－ D

4 D■相当) ,誌堅,【 】－

-,q h【 】

とされていることが認められ,本人につい畑 】

■ 】といえる。しかし,他方で，本科診脈割

では,q Dとされていること,同診悶潜において改訂●
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とされており， これら数値は, 示すものとまではいえないと

いわざるを得ない。これに加え，上記(1)の認定事実以外に，抗告人と本人

とが平岨咽心に面会したことが認めちれるところ,その際に

作成された反訳書によると, ､発言の一部にI沮 】

q 】

U Dことがうかが

われ＃精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとまで断定

できるようなものではない｡そうする.と,;本人が精神上の障害により事理を

弁識する能力を欠く状況にあることについて，明らかに鑑定をする必要がな

いとI鰯められないというべきである6

(4)以上によれば,明らかにその必蔑がないと認められないにもかかわらず，

本人の精神状況につき鑑定を経ずして後見開始の審判をした原審は,その手

続に違法があるというべきであるから,取消しを免れない。そして，本人に

ついて，精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるか否かを

判断するためには，その精神の状況につき鑑定をしなければならないから，

本件を第一審裁判所に差し戻す必要がある。

3 よって，原審判を取り消した上，本件を津家庭裁判所（四日市支部) ‘に差し

戻すこととして，主文のとおり決定する。

平成29年1月10日

名古屋高等裁判所民事第4部
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藤 山 雅 行裁判長裁判官

裁判官 上 杉 英 司
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れは正本である。
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平成29年1月10日

名古屋高等裁判所民事第4部
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